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３０令和３年度　市町村民税・県民税特別徴収について令和３年度　市町村民税・県民税特別徴収について

　市町村民税・県民税の特別徴収事務につきましては、毎年格別のご協力を賜りお礼申し上げます。市町村民税・県民税の特別徴収事務につきましては、毎年格別のご協力を賜りお礼申し上げます。

　さて、市町村民税・県民税の特別徴収事務につきましては下記取扱要領にご留意の上よろしく取扱いいただきますようお願いします。　さて、市町村民税・県民税の特別徴収事務につきましては下記取扱要領にご留意の上よろしく取扱いいただきますようお願いします。

　　令和２年中に給与所得があり、かつ令和３年４月１日現在給与の支払を受けている者です。令和２年中に給与所得があり、かつ令和３年４月１日現在給与の支払を受けている者です。

　令和３年度市町村民税・県民税特別徴収税額表に各納税義務者の６月から翌年５月までの月割額を算出してありますので、６月以降に支　令和３年度市町村民税・県民税特別徴収税額表に各納税義務者の６月から翌年５月までの月割額を算出してありますので、６月以降に支

払う給与から翌年の５月まで毎月、その該当する月割額を差引き徴収し翌月の10日までに納入してください。払う給与から翌年の５月まで毎月、その該当する月割額を差引き徴収し翌月の10日までに納入してください。

　（　（ア）　）　前年中の所得金額が前年中の所得金額が2828万円×（扶養人数＋１人）万円×（扶養人数＋１人）＋1010万円万円＋1616万 8 千円以下の人（被扶養者がいない場合は千円以下の人（被扶養者がいない場合は3838万円以下の人）万円以下の人）

　（　（イ）　）　生活保護法によって生活扶助を受けている人生活保護法によって生活扶助を受けている人

　（　（ウ）　）　障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が135135万円以下（給与所得者の年収に直すと万円以下（給与所得者の年収に直すと2,0442,044千千円未満）であった人



　徴収された月割額は「納入書」によって指定された納入場所（金融機関等）で徴収すべき月の翌月10日までに納入してください。（６　徴収された月割額は「納入書」によって指定された納入場所（金融機関等）で徴収すべき月の翌月10日までに納入してください。（６

月分は７月１０日まで以降順次翌月１０日まで）※土、日、祝祭日の場合は翌営業日です。月分は７月１０日まで以降順次翌月１０日まで）※土、日、祝祭日の場合は翌営業日です。
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　特別徴収の方法によって納税している人が退職等により給与の支払を受け　特別徴収の方法によって納税している人が退職等により給与の支払を受け

なくなった場合で下記の（１）又は（２）に該当するときは、特別徴収義務なくなった場合で下記の（１）又は（２）に該当するときは、特別徴収義務

者は、給与又は退職手当等の支払をする際に必ず残税額を一括徴収し、徴収者は、給与又は退職手当等の支払をする際に必ず残税額を一括徴収し、徴収

した翌月の10日までに納入してください。した翌月の10日までに納入してください。

 （１）退職の日が令和３年６月１日から12月31日までのとき （１）退職の日が令和３年６月１日から12月31日までのとき

退職した給与所得者から一括徴収されたい旨の申出があり、かつ残税額を超退職した給与所得者から一括徴収されたい旨の申出があり、かつ残税額を超

える給与又は退職手当等が支払われる場合。える給与又は退職手当等が支払われる場合。

 （２）退職の日が令和４年１月１日から4月30日までのとき （２）退職の日が令和４年１月１日から4月30日までのとき

令和４年５月31日までに残り税額を超える給与又は退職手当等が支払われ令和４年５月31日までに残り税額を超える給与又は退職手当等が支払われ

る場合、本人の承諾がなくても一括徴収となります。る場合、本人の承諾がなくても一括徴収となります。



年少(16歳未満)

特　　　別

同 居 特 障

控除なし

26万円

30万円

53万円

扶 

養 

控 

除

障
害
者
控
除

障害者控除障害者控除
一　 般一　 般 2626万円万円

特　 別特　 別 3030万円万円

寡 婦 控 除寡 婦 控 除 2626万円万円

ひ と り 親 控 除ひ と り 親 控 除 3030万円万円

勤 労 学 生 控 除勤 労 学 生 控 除 2626万円万円

合計所得金額合計所得金額
基　礎基　礎
控除額控除額

2,400万円以下2,400万円以下 4343万円万円

2,400万円超2,450万円以下2,400万円超2,450万円以下 2929万円万円

2,450万円超2,500万円以下2,450万円超2,500万円以下 1515万円万円

2,500 万円以下2,500 万円以下  0 0万円万円

支払金額 控除額

新　

契　

約

12,000 円以下のとき 全額

12,000 円超 32,000 円以下のとき 支払金額の 1/2 ＋ 6,000 円

32,000 円超 56,000 円以下のとき 支払金額の 1/4 ＋ 14,000 円

56,000 円超のとき 28,000 円

旧　

契　

約

15,000 円以下のとき 全額

15,000 円超 40,000 円以下のとき 支払金額の 1/2 ＋ 7,500 円

40,000 円超 70,000 円以下のとき 支払金額の 1/4 ＋ 17,500 円

70,000 円超のとき 35,000 円

一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料に
ついて、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計
額（限度額 70,000 円）
一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約
と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契
約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合
計額（限度額 28,000 円）

3,500円3,500円

1,500円1,500円

※地方税法附則第 4 条の 4 の規定の適用を選択する場合
特定一般用医薬品等購入費－ 1 万 2 千円（限度額 8 万 8 千円）

令和３年度市町村民税・県民税は令和２年中の所得を基礎として算出し、その税額はいずれも「所得割額」と「均等割額」の合計額令和３年度市町村民税・県民税は令和２年中の所得を基礎として算出し、その税額はいずれも「所得割額」と「均等割額」の合計額

（下記の①～④を合計したもの）です。（下記の①～④を合計したもの）です。

（下段：県民税）

3838万円万円
++ 1010万円万円 ++ 16.816.8万円万円

配偶者（特別）控除

納税者本人
の所得金額

900万円以下
900万円超

950万円以下

950万円超
1,000万円

以下

配偶者
控　除

一般 33 万円 22 万円 11万円
老人 38 万円 26 万円 13 万円

配　

偶　

者　

特　

別　

控　

除

所得金額 控除額
48 万円超

95 万円以下 33 万円 22 万円 11万円

95 万円超
100 万円以下 33 万円 22 万円 11万円

100 万円超
105 万円以下 31万円 21万円 11万円

105 万円超
110 万円以下 26 万円 18 万円 9 万円

110 万円超
115 万円以下 21万円 14 万円 7 万円

115 万円超
120 万円以下 16 万円 11万円 6 万円

120 万円超
125 万円以下 11万円 8 万円 4 万円

125 万円超
130 万円以下 6 万円 4 万円 2 万円

130 万円超
133 万円以下 3 万円 2 万円 1万円



前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額（寄附金の合計額が総所得金額の合計額の 30％を超える

場合には当該 30％に相当する金額）が 2 千円を超える場合には、その超える金額の道府県民税は 4％、

市町村民税は 6％に相当する金額

１　都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金

２　住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金

３　所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の

　　道府県又は市町村の条例で定めるもの

４　特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県

　　又は市町村の条例で定めるもの

ただし 1 のうち、特別控除の対象となる寄附金が 2 千円を超える場合は、その超える金額に、下表の左欄の

区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の道府県民税は 5 分の 2、市町村民税は 5 分の 3 に相当する金額を

さらに加算した金額（所得割の 20％に相当する金額を超えるときは、その 20％に相当する金額）

外貨建等以外の証券投資信託外貨建等以外の証券投資信託

外貨建等証券投資信託外貨建等証券投資信託

　前年分の所得税において平成 21 年から令和３年までの入居に係る住宅借入金等特別
控除の適用を受けた場合、①から②を控除した金額（前年分の所得税に係る課税総所
得金額等の 100 分の 5 に相当する金額（97,500 円を限度）を超える場合には、当該金
額）に下欄の割合を乗じた金額
　ただし、居住年が平成 26 年から令和３年までであって、特定取得又は特別特定取得
に該当する場合には、「100 分の 5」を「100 分の 7」と、「97,500 円」を「136,500 円」
として計算した金額
　①前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額（特定増改築等に係る住宅借入金
等の金額又は平成 19 年若しくは平成 20 年の居住年に係る住宅借入金等の金額を有す
る場合には、当該金額がなかったものとして計算した金額）
　②前年分の所得税の額（住宅借入金等特別控除等適用前の金額）

市町村民税 ３／５ 道府県民税 ２／５

84.895％

79.79％

69.58％

66.517％

56.307％

49.16％
44.055％

90％

控除の種類 金　額 控除の種類 金　額

基 礎 控 除 ５万円 納税者本人

の所得金額
900万円以下

900 万円超

950 万円以下

950 万円超

1,000万円以下
障害者

控　除

普通 １万円

特別 10 万円
配偶者控除

一般 ５万円 4 万円 2 万円

同居特別 22 万円 老人 10 万円 6 万円 3 万円

寡　婦　控　除 １万円 配 偶 者

特別控除

48万円超 50万円未満 ５万円 4 万円 2 万円

ひとり親

控　　除

父 １万円 50万円以上55万円未満 ３万円 2 万円 1 万円

母 ５万円
扶養控除

一般 ５万円 老人 10万円

勤労学生控除 １万円 特定 18 万円 同居老親等 13万円



3,500 131,600

218,500

86,9001,500

218,500

18,300
18,200

18,208.33……円

430,000430,000

1,804,5471,804,547

3,966,4003,966,400

3,966,4003,966,400

1,804,5471,804,547



　課税市町村（納入すべき市町村）　課税市町村（納入すべき市町村）

　退職金に係る市町村民税・県民税の課税は、退職金の支払を受ける者（退職者）の令和３年１月１日現在の住所所在地の市町村です。　退職金に係る市町村民税・県民税の課税は、退職金の支払を受ける者（退職者）の令和３年１月１日現在の住所所在地の市町村です。

したがって、退職金等から徴収した個人の市町村民税・県民税は、退職者の１月１日の住所所在地の市町村に、納入していただくことになしたがって、退職金等から徴収した個人の市町村民税・県民税は、退職者の１月１日の住所所在地の市町村に、納入していただくことにな

ります。（ただし令和４年１月１日以降退職する場合は令和４年１月１日現在の住所所在地の市町村です。その時には一括徴収税額と退職ります。（ただし令和４年１月１日以降退職する場合は令和４年１月１日現在の住所所在地の市町村です。その時には一括徴収税額と退職

所得に係る特別徴収税額を納入すべき市町村が異なる場合があります）所得に係る特別徴収税額を納入すべき市町村が異なる場合があります）



81,660

81,600

54,440

81,600

54,400 136,000

54,400



473618

◎納入すべき金額が納入金額（1）の欄の金額と異なる時の使用例（税額を変更して納める時）…３枚とも「黒のボールペン」を使用し、
二重線で訂正してください。

◎退職……給与の税額を一括徴収して、退職所得に対する税を同時に納付する時

←変更があった場合は「黒のボールペン」を使用して、二重線のみで訂正し、

　数字は書き入れないで（２）の給与分に改めて記入してください。

←毎月の税額と一括徴収した税額の合計

←裏面に記載した退職所得に係る町民税・
　県民税特別徴収税額の合計額と一致

〈お願い〉
右欄へ退職所得にかかる納税義務者情報を
記載してください。
※２名以上の退職者がいる場合には、
任意様式へ内訳を記載、税務課へ提
出してください。

※納入者・金融機関・市町村保管分３枚とも
　訂正してください。

（裏　面）

2 6 0 0

3,100

901-3193
久米島町久米島○○番地

株式会社　久米島商事

３　　６ 1234567

３　７　10

2 2 5 0 0 0

7 0 0 0 0

2 9 5 0 0 0

25,000

901-3193
久米島町久米島○○番地

株式会社　久米島商事

３　　６ 1234567

３　７　10

2 6 0 0

3,100

901-3193
久米島町久米島○○番地

株式会社　久米島商事

３　　６ 1234567

３　７　10

2 6 0 0

３　７　10

901-3193
久米島町久米島○○番地

株式会社　久米島商事

年　　 月分

0 3 0 6 0 1 2 3 4 5 6 7 3,100
2 6 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2

901-3193
久米島町久米島○○番地

久米島町 1-1-1

久米島　太郎

株式会社　久米島商事

7 8 0 0 0

5 2 0 0 0

３

24  10  1

78,000
5,000,0009

52,000

3　6  30

5 0 0 0 0 0 0

３



３    11　  5

○○○○
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株式会社　沖縄商事
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那覇市久茂地○ - ○ - ○

株式会社　那覇商事

カブシキガイシャ　ナハショウジ

総務部

那 覇 一 雄

098　 888-×××× 303

○○○○



給与支払報告
特  別  徴  収 に係る給与所得者異動届出書

※ＣＤ

処 

理 

日

※

現 年 度

新 年 度
◎この異動届出書は異動があった月の翌月１０日までに必ず（一括徴収した場合においても）提出して下さい。
◎この異動届出書は、コピーして使用していただいても結構です。　　　　　右の※印の欄には記入しないでください。 両 年 度

令和　　年　　月　　日

　　　　　長あて

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給

与

支

払

者

住 所（ 居 所 ）
又 は 所 在 地

郵便番号 特 別 徴 収 義 務 者 指 定 番 号

宛 名 番 号（ 注 １）

フ リ ガ ナ
連 

絡 

者

　係

名 称 氏　名

個人番号又は法人番号 ＴＥＬ （　　　　）　　　  
( 内線　　　　 )

給　与　所　得　者　（ 異 動 者 ） （ア）
特別徴収税額
（年税額）

（イ）
徴収済税額

（ウ）
未徴収税額

（ア）－（イ）

異動年月日 異動の事由 異動後の未徴収税額の徴収

フリガナ 生年月日
　
　
　

年　
　
　

月　
　
　

日

１. 退職

２. 転勤

３. 休職

４. 長欠

５. 死亡

６. 会社解散

７. 住所誤報

Ｃを○で囲んだ場合は、左下の「一

括徴収しない理由欄」の該当する

番号を○で囲んでください。

氏 名

円

月分から

月分まで

月分から

月分まで

受給者番号

個人番号

1 月 1 日
現在の住所

現 住 所

給与支払を受けなくなった後の住所

円 円

Ｃ 普通徴収
※未徴収額を本人が支払う

Ｂ 一括徴収
※未徴収額を特別徴収義務者が給与等から徴収する。

Ａ特別徴収継続（転勤・再就職）
※未徴収額を新特別徴収義務者が給与から徴収する。

下記の欄には、その年の１月１日か
ら退職時までに支払の確定した給与
の額等を記載してください。

※○○市町村より退職者本
人に通知しますので旧住所
欄とあわせて現住所欄も必
ず記入してください。

一括徴収した税額は　　　　　月分で納入する

（　　　　月　　　　日納入 )

特別徴収義務者指定番号
１月１日以降退職時までの
給与支払総額（賞与含む）

退 職 手 当 等 の 支 払 額
（支払予定額）

新
特
別
徴
収
義
務
者

所 在 地
給与又は退職手当等

の支払予定月日
一括徴収予定額
（ウ）と同額

異動者印 フリガナ

円 円

円

名　 称

個 人 番 号
又は法人番号 社会保険料額 勤続年数

連 

絡 

者

係
円   年 　カ月一

括
徴
収
し
な
い

場

合

の

理

由

1．異動の日が 6 月 1 日から 12 月 31 日までの間で、本人から申出がないため。

2．異動の日が 1 月 1 日から 4 月 30 日までの間で、残税額（上記（ウ）の欄）
を超える給与、又は退職手当の支払がないため。

3．その他　　　理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

氏名

TEL（　　　 ） （内線）

月割額　　　　　円を　　　　 月分から徴収し納入する。

ご 

注 

意

１．「宛名番号」の欄には《特別徴収税額通知書》に記載された宛名番号を記入してください。
２．転勤・再就職により異動後の勤務先で引き続き特別徴収を行う場合には、前勤務先で上欄の事項を記入し、新勤務先へ回付願います。
３．新勤務先では「Ａ特別徴収継続」欄の事項を記入し、１月１日現在の住所地（課税地）の市区町村に送付してください。
４．１月１日から４月３０日までの間に退職した者に未徴収税額がある場合は、一括徴収することが義務づけられています。

Ａ．特別徴収継続

Ｂ．一括徴収

Ｃ．普通徴収



特別徴収義務者所在地等変更届出書
　　　　　長　殿
　特別徴収義務者の所在地、名称等について下記のとおり変更したので通知します。

受領印
（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給

与

支

払

者

所 在 地
郵便番号　　　－ 特別徴収義務者

指 定 番 号

名 称 連絡者の係

及び氏名並

び に そ の

電 話 番 号

係

代 表 者 の
職 氏 名 印 氏 名

法 人 番 号 電 話

変更年月日 令和　　年　　月　　日

事 　 　 　 項 変　　　　更　　　　前 変　　　　更　　　　後
フ　 リ　 ガ　 ナ

所 　 在 　 地
〒 〒

フ　 リ　 ガ　 ナ

名 　 　 称

電 　 　 話

備 　 　 考

○特別徴収事務に係る書類の送付について、上記以外の場所を希望・変更される場合には、下記の欄に送付先の記入をして下さい。

送

付

先

フ リ ガ ナ

所 在 地
〒 〒

フ リ ガ ナ

名 称

電 話

※ご注意　　所在地・名称・送付先所在地・名称には、誤読をさけるため必ずフリガナをお振り下さい。



特別徴収への切替申請書
　〔普通徴収 → 特別徴収〕 特別徴収義務者

指 定 番 号

新規

○印 

※
新
規
の
場
合
新
規
に
○
印
を
つ
け
、
事
業
種
目
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

令和　　年　　月　　日

長あて

給

与

支

払

者

住 所 又 は
所 在 地

連　

絡　

先

係　名

事業種目

氏 名 又 は
名      称

フリガナ
氏　名

法 人 番 号 電　話

給 

与 

所 

得 

者

受給者番号（あれば記入） フリガナ 生年月日
左記の者について

普通徴収の　　　　　　期分から

当社で　　　　　　月分より

　　　　　　特別徴収いたします。

氏　　名 　　　年　　月　　日

1 月 1 日の住所

現　 住　 所

異動年月日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

注　

意　

事　

項

※普通徴収の納期限を過ぎたものは
　特別徴収への切替はできません。

　【普通徴収の納期限】

　　　第１期： 6 月 30 日
　　　第２期： ８ 月 31 日
　　　第３期：10 月 31 日
　　　第４期： １ 月 31 日

納期限が土、日曜日・祝祭日の場合は、
翌日（平日）となります。

市 町 村 処 理 欄

　申請理由（○印をつけてください。） 台 帳 処 理 年 月 日

　入社したため 入 力 処 理 年 月 日

　その他（例：復職など）

通 知 書 番 号

新 規 個 人 番 号


